
感染症と生物多様性
～国際条約から国内の制度まで概観する～
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～今後の社会のあり方を考える～

１周年記念＆勉強会
プレゼンター：草刈秀紀



感染症とは？
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３つの感染症：
①ヒトの感染症
②人獣共通感染症
③野生生物感染症



感染症とは？

動物の体内に、他の生命体（寄生体・
病原体）が侵入して増殖すること(感染)。

感染・増殖することによって動物の細
胞、組織が傷害されること。

●感染症の特徴 伝染する
麻布大学学園祭、イエネコ問題を考えるシンポジウム：放し飼い猫における感染症リスク
（宇根有美：岡山理科大学獣医学部）スライドより複写
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どのように感染するのか

病原体の侵入経路

① 経気道感染 飛沫、空気
② 経口感染 飲食、飲水
③ 経皮感染 接触、咬傷、吸血
④ 経胎盤感染 垂直感染の一つ
⑤ 血液感染(交差) 医療行為、外傷など

直接的接触、間接的接触
昆虫媒介性の感染症（吸血昆虫が重要）

麻布大学学園祭、イエネコ問題を考えるシンポジウム：放し飼い猫における感染症リスク
（宇根有美：岡山理科大学獣医学部）スライドより複写
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マインドマップの趣旨
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1. 感染症（新型コロナウイルス）のパンデミックが地球環境全体を揺るがす大
問題とないること。

2. 爆発的な人口増加と経済優先の政策から大規模な森林開発が進んでおり、人
と動物、更には微生物と生態系に異変が生じ、地域感染症が瞬く間に世界に
拡散していること。

3. 感染症の感染源となる動物が多くの場合、野生動物であり、生態系と密接に
関連している特徴があること。

4. 感染症と生態系や生物多様性の在り方を検討して次世代に引き継ぐ為にグ
ローバルな目線で外観する必要があること。

5. 様々な国際条約や国際的な組織が感染症問題や健康問題の指摘をしているこ
と。

6. 日本国内でも様々な法制度や施策がこれから展開されると想定される。
7. 生物多様性国家戦略でもグローバルな目線で、野生生物だけに起こる感染症

も含めて、地球環境のパラダイムシフトへ発展することが必要であること。

★感染症と生物多様性について、国際条約から国内の法制度まで概観し時計回り
に、解説する。

マインドマップ作成の趣旨
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生物多様性条約
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生物多様性条約では 1/4

生物多様性条約締約国会議「生物多様性と人の健康」について議論

環境省：2016年3月発表「生物多様性及び生態系サービスの総合評価(JBO2)」『自然と
のふれあいは健康の維持増進に有用。精神的・身体的に正の影響を与える』
課題『私たちの健康増進のため生態系サービスを賢く利用するため、生物多様性が私た
ちの健康に貢献することを分かりやすく国民に伝えるとともに、これに寄与しうる豊か
な自然を確保するため、生物多様性を保全し、ふれあう機会を提供していくこと』が挙
げられている。

健康分野における生物多様性の主流化に関する国際的な動き

生物多様性条約第13回締約国会議（COP13）決定ⅩⅢ/6において、「生物多様性及び人
間の健康にとっての利益となる健康的なライフスタイルと持続可能な消費及び生産の様
式並びに付随する行動の変化に係る機会を特定し、推進すること」が締約国に求められ
ている。
生物多様性条約第14回締約国会議（COP14）の閣僚級会合では、健康分野が生物多様性
の主流化が必要となるセクターの一つとして挙げられている。COP14決定ⅩⅣ/4では
「健康分野における生物多様性の主流化に向けたインセンティブ付与」「生物多様性と
健康の関連性についてレビュー等を行うこと」等が締約国に求められている。

http://www.biodic.go.jp/biodiversity/private_participation/health/index.html
http://www.biodic.go.jp/biolaw/jo_hon.html
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第８条 生息域内保全
締約国は、可能な限り、かつ、適当な場合には、次のことを行う。

(ａ)保護地域又は生物の多様性を保全するために特別の措置をとる必要がある地域に関
する制度を確立すること。
(ｂ)必要な場合には、保護地域又は生物の多様性を保全するために特別の措置をとる必
要がある地域の選定、設定及び管理のための指針を作成すること。
(ｃ)生物の多様性の保全のために重要な生物資源の保全及び持続可能な利用を確保する
ため、保護地域の内外を問わず、当該生物資源について規制を行い又は管理すること。
(ｄ)生態系及び自然の生息地の保護並びに存続可能な種の個体群の自然の生息環境にお
ける維持を促進すること。
(ｅ)保護地域における保護を補強するため、保護地域に隣接する地域における開発が環
境上適正かつ持続可能なものとなることを促進すること。
(ｆ)特に、計画その他管理のための戦略の作成及び実施を通じ、劣化した生態系を修復
し及び復元し並びに脅威にさらされている種の回復を促進すること。

野生生物を保全する上に置いて、その生息地を保全することが最も効果的
である。主要な生息地の周辺をバッファーゾーンとして、開発の圧力を低
減することに効果的があるが、現状は、保護地域と開発地域が隣り合わせ
であり、感染症の脅威が保全活動の阻害要因にならないような手立てが必
要である。

生物多様性条約では 2/4

http://www.biodic.go.jp/biolaw/jo_hon.html
10



第８条 生息域内保全
締約国は、可能な限り、かつ、適当な場合には、次のことを行う。

(ｆ) 特に、計画その他管理のための戦略の作成及び実施を通じ、劣化した生態系を修
復し及び復元し並びに脅威にさらされている種の回復を促進すること。

(ｊ) 自国の国内法令に従い、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関連する伝統
的な生活様式を有する原住民の社会及び地域社会の知識、工夫及び慣行を尊重し、保存
し及び維持すること、そのような知識、工夫及び慣行を有する者の承認及び参加を得て
それらの一層広い適用を促進すること並びにそれらの利用がもたらす利益の衡平な配分
を奨励すること。

劣化した生態系を修復し復元し脅威にさらされている種を回復する手立て
と、感染症の脅威は表裏一体の関係にあり、保全が適切に進むよう、リス
ク回避の手立てが必要になる。
生物多様性条約では、先住民やその伝統的な知識や生活様式が重要であり、
遺伝資源の公平、公正な配分が求められているが、感染症の問題は、アマ
ゾンの先住民族が脅威にさらされている現状で、益々、慎重にならざるを
得ない。

生物多様性条約では 3/4

http://www.biodic.go.jp/biolaw/jo_hon.html
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第８条 生息域内保全
締約国は、可能な限り、かつ、適当な場合には、次のことを行う。

(ｈ)生態系、生息地若しくは種を脅かす外来種の導入を防止し又はそのような外来種を
制御し若しくは撲滅すること。

生物多様性条約では 4/4

横断的テーマ：侵略的外来生物

生物多様性条約第6回締約国会議「生態系、生息地及び種を脅
かす外来種の影響の予防、 導入、影響緩和のための指針原則
（仮訳）」＝＞感染症の記述ナシ

生物多様性条約第10回締約国会議：愛知目標

個別目標９「2020年までに、侵略的外来種とその定着経路が特
定され、優先順位付けられ、優先度の高い種が制御され又は根
絶される。また、侵略的外来種の導入又は定着を防止するため
に定着経路を管理するための対策が講じられる。

http://www.biodic.go.jp/biolaw/jo_hon.html
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外来種被害防止行動計画（2015年）
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我が国の生態系等に甚大な被害を及ぼすおそれのある国外由来の寄生
生物・感染症を引き起こす病原体に関する知見の収集と発生する可能性
のある被害についての評価

外来種被害防止行動計画（2015年）

【寄生生物・感染症対策】
目に見えない外来種として、外来種を宿主とする寄生生物や、感染症を引き起こす病原

体が挙げられます。例えば、在来種のニホンザリガニは外来種のウチダザリガニが媒介す
る水カビ病（ザリガニペスト）への抵抗性がなく、感染すると100％致死します。感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律では人の感染症予防、植物防疫法では
輸出入植物及び国内植物を検疫し、植物に有害な動植物の駆除及びまん延を防止するこ
とによる農業生産の安全及び助長、水産資源保護法では、水産資源の保護培養を図り、
その効果を維持することによる漁業の発展、持続的養殖生産確保法では、養殖水産動植
物の伝染性疾病のまん延防止による養殖業の発展、家畜伝染病予防法では家畜の伝染
性疾病の発生予防、まん延防止による畜産の振興を目的として、感染症や寄生生物に対
する施策が規定されています。これらの法規制で対応しているもの以外で、明らかに国外
由来の感染症の病原体・寄生生物であって、野生動植物の大量死を発生させるなど、我
が国の生態系に甚大な被害を及ぼすおそれのあるものについては、注意喚起をすること
が必要です。
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ラムサール条約
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ラムサール条約：湿地と人類の健康及び福祉(決議X.23)
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ラムサール条約：湿地と人類の健康及び福祉(決議X.23)
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健康と生物多様性に関する協力機構（COHAB）

Co-Operation On Health And Biodiversity (COHAB Initiative) 2010年

公衆衛生に対する気候変動の重大かつ新たな脅威と、生物
多様性の継続的な損失と生態系の長期的な健康への世界的
な悪化によってもたらされるリスクに対処する。 災害リスク、特
に洪水、地滑り、干ばつ、熱波、火災、嵐などの天候関連の現
象によって引き起こされるものを警告し、重要で壊れやすい生
態系に影響を与え、より大きなリスクにさらし、重要な食料資源
に影響を与える 農業システムと漁業資源の健康。 次に、生物
多様性条約と世界保健機関の締約国に、生物多様性の懸念
と保全戦略を気候変動の健康への影響を緩和および適応させ
るための地域、国、世界の政策と行動に主流化するために、よ
り緊密な協力関係を構築するよう呼びかける。
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ＳＤＧs

20



SDGs 目標３ あらゆる年齢のすべての人々の健
康的な生活を確保し、福祉を促進する

3.1 2030 年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生 10 万人当たり 70 人未満に削減する。
3.2 すべての国が新生児死亡率を少なくとも出生 1,000 件中 12 件以下まで減らし、5 歳以下死亡率を少なくとも出生 1,000 件中 25 件以下まで減らすことを目
指し、2030 年までに、新生児及び 5 歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。

3.3 2030 年までに、エイズ、結核、マラリア及びかえりみられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその
他の感染症に対処する。

3.4 2030 年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて 3 分の 1 減少させ、精神保健及び福祉を促進する。
3.5 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。
3.6 2020 年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。
3.7 2030 年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスをすべての人々が
利用できるようにする。
3.8 すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへ
のアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を達成する。
3.9 2030 年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。
3.a すべての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。

3.b 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援する。また、知的所有権の貿
易関連の側面に関する協定（TRIPS 協定）及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセス
を提供する。同宣言は公衆衛生保護及び、特にすべての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面
に関する協定（TRIPS 協定）」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約したものである。

3.c 開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において保健財政及び保健人材の採用、能力開発・訓練及び定着を
大幅に拡大させる。
3.d すべての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理のための能力
を強化する。
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https://web-opinions.jp/posts/detail/90

SDGsのウェディングケーキ
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https://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/2017shiryo2.pdf
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気候変動枠組条約
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第24回国連気候変動枠組み条約締約国会議

健康と気候変動に関する特別報告書

大気汚染は毎年700万人の命を奪い、健康・福祉の領域で5兆億ドルを消耗している。
パリ協定の大気汚染の減少が達成されるだけでも、2050年までに毎年100万人の命が
救われる。気候変動への対応によってそのコストの2倍の健康上の利益が得られる。特に
インド、中国などでは費用対効果はそれ以上になる。専門家はこれ以上行動を遅らせる
余裕はないと主張。

https://www.japan-who.or.jp/event/2018/AUTO_UPDATE/1812-2.html
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https://www.env.go.jp/earth/ondanka/pamph_infection/full.pdf
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https://www.env.go.jp/earth/ondanka/pamph_infection/full.pdf
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新型コロナウイルス感染症
感染症のリスクマップは激変した！

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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https://www.env.go.jp/earth/ondanka/pamph_infection/full.pdf
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ワシントン条約
＆ WWF
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CITES事務局：センザンコウ（または他の野生動物）の人間による消費とCOVID-19との関
連の可能性を示唆。センザンコウのすべての種はCITES付録I、国際的に取引禁止。野生
生物の違法取引は、経済、社会、環境に大きな影響を与える。野生生物犯罪との闘いに
関する国際コンソーシアム（ICCWC）により情報源、通過国、および目的地の国と協力して
いる。野生生物取引規制に関する取り組みを拡大し、強力な対策を実施し、国境を越えた
野生生物犯罪へのより効果的な対処に貢献。
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＋感染症
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ＩＵＣＮ
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• 人類が野生動物や家畜と接触することで発
生する、人畜共通感染症と呼ばれる病気の
根本的な原因を理解し対処する活動を支援
している。

• IUCNの多くの専門家グループや委員会は、
この危機を理解し、回復するのに役立つ問題
に取り組んでいる。

• IUCN種の保存委員会と生態系管理委員会
は、野生生物の違法取引や土地利用の変化
など、人間の活動の結果として病原体の移動
がどのように行われるかについて、取り組んで
いる。

• 土地利用の変化により、新たな人獣共通感染
症が広がっている。森林破壊、生息地の断片
化、拡大する農業、人間と他の動物との接触
が増え、人獣共通感染症の出現と拡大させて
いる。

• 保護地域と環境法が、将来の病気の発症を
低減または防止するための戦略として必要。

• 人獣共通感染症の蔓延につながる人間活動
の結果を理解し、慎重に再建し、政策立案者
から地域社会に至るまでの効果的な長期的
救済策が必要。

• 特に都市部では、在宅勤務が可能になって
おり、車や航空機を使わず、環境汚染を減ら
している。

• 自然界のフットプリントをどのように削減できる
かを検討する必要がある。

• 多くの人々と共に健全な地球を確保するため
に協力することを約束する。 36



 大型類人猿がSARS CoV-2に感染しやすいかどうかはまだわかっていない。しかし、類人猿は人間
の呼吸器病原体に感染しやすいという科学的な証拠は豊富にある。従って、大型類人猿はSARS 
CoV-2感染の影響を受けやすいと想定できる。

 野生の類人猿へのSARS CoV-2の導入を防ぐために、類人猿と感染した人々との間の直接的およ
び間接的な接触を最小限に抑えること。人間が類人猿に接触することは、類人猿の安全と健康の
監視を確実にするために必要な最小限に減らすことを強く勧める。

 すべてのサイトで最も重要な類人猿の訪問規則を厳密に実施する必要がある。
 常に大型類人猿から少なくとも７メートルの距離を保つ。現在の状況では10メートルを強くお勧める。
 臨床的に病気の人、または過去14日間に病気の人と接触したことのある人（公園のスタッフ、研究

者、観光客など）が、類人猿に行くことを許可しないこと。
 などなど。

大型類人猿に対する共同声明

http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1200343/28271461/1584453295507/SARS+CoV-2.pdf
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ＣＭＳ
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ボン条約(移動性野生動物種の保全に関する条約)新型コロナのページ

大型類人猿はCOVID-19に感染しやすい

IUCN専門家グループは、類人猿もCOVID-19に感染しやすいと結論付けている。類人
猿に感染した事例は報告されていないが、COVID-19に感染しやすい。類人猿は人間
の呼吸器病原体に感染しやすいことが示されている。

意見：私たちの敵であるどころか、コウモリは今まで以上に保護を必要としている。

コロナウイルス病（COVID-19）のさらなる拡大を防ぐための努力が世界中で急増しているが、一部のコ
ミュニティや政府当局が間違った敵であるコウモリを標的にしているという驚くべき報告がある。コウモリ
を殺してもCOVID-19は止まらない。また、自然環境で人間の健康に危険を及ぼさず、受粉、種子散布、
害虫駆除などの多大な利益をもたらす哺乳類に回復不能な害を及ぼす可能性もある。

https://www.cms.int/en/news-covid19-wildlife
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バラスト水条約
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2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約
（略称：船舶バラスト水規制管理条約）

この条約の締約国は、
1982年の海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)第196条１が、「いずれの国も、自国の管轄又は管理の下における技術の利用に起

因する海洋環境の汚染及び海洋環境の特定の部分に重大かつ有害な変化をもたらすおそれのある外来種又は新種の当該部分への導
入（意図的であるか否かを問わない。）を防止し、軽減し及び規制するために必要なすべての措置をとる。」と規定していることを想起し、

1992年の生物の多様性に関する条約(CBD)の目的、船舶のバラスト水を介する有害な水生生物及び病原体の移動及び導入が生物の
多様性の保全及び持続可能な利用を脅かしていること、1998年の生物の多様性に関する条約の締約国会議（第４回会合）における海洋
及び沿岸の生態系の保全及び続可能な利用に関する決定第５号（第４回会合）並びに2002年の生物の多様性に関する条約の締約国会
議（第６回会合）における生態系、生息地又は種を脅かす外来種に関する決定第23号（第６回会合）（侵入種に関する基本原則を含む。）
に留意し、

さらに、1992年の国際連合環境開発会議(UNCED)が、国際海事機関に対し、バラスト水の排出に関する適当な規則の採択を検討する
よう要請したことに留意し、

環境及び開発に関するリオ宣言の原則15及び1995年９月15日に国際海事機関の海洋環境保護委員会で採択された決議MEPC67(37)
に規定する予防的な取組方法に留意し、

また、二千二年の持続可能な開発に関する世界首脳会議が、その実施計画第34項(b)において、バラスト水における外来侵入種に対処
する措置の立案を促進するために全ての段階における行動を要請していることに留意し、

船舶からのバラスト水及び沈殿物の規制されていない排出が、環境、人の健康、財産及び資源に害を与える有害な水生生物及び病原
体の移動の起因となっていることを意識し、

国際海事機関が、有害な水生生物及び病原体の移動に対処する目的で採択され1993年の総会決議A774(18)及び1997年の総会決議
A868(20)によってこのような問題に重点を置いていることを認識し、

さらに、複数の国が、自国の港に入る船舶による有害な水生生物及び病原体の導入の危険を防止し、最小にし、及び究極的に除去す
ることを目的として個別の行動をとっていること並びに世界的な懸念となっているこのような問題には効果的な実施及び統一的な解釈のた
めの指針と共に世界的に適用される規制に基づく行動が必要とされていることを認識し、

有害な水生生物及び病原体の移動を継続的に防止し、最小にし、及び究極的に除去することとなる一層安全かつ効果的なバラスト水
管理の方法の開発を継続することを希望し、

船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理により、有害な水生生物及び病原体の移動から生ずる環境、人の健康、財産及び資源に
対する危険を防止し、最小にし、及び究極的に除去し、当該規制から生ずる望ましくない影響を回避し、並びに関連する知識及び技術の
開発を奨励することを決意し、これらの目的は、船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結によって最もよく
達成することができることを考慮して、 次のとおり協定した。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000032151.pdf
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OIE（国際獣疫事務局）
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村田浩一氏より提供
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IPPC（国際植物検疫条約）

44



第二条 用語

「有害動植物」とは、植物、動物又は病原体のあらゆる種、ストレ
イン又はバイオタイプであって、植物又は植物生産物に有害な
ものをいう。 45



野生生物感染症（仮称）

46



野生生物に対する感染症

https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/koi/index.html

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/news/14/2317/
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ワンヘルスアプローチ
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https://www.ayyoshi.com/

ワンヘルスとマンハッタン原則
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https://www.ayyoshi.com/

ワンヘルスとマンハッタン原則2004年
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https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/one-health.html

ワンヘルスの理念
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http://www.onehealthinitiative.com/news.php?query=The+One+Health+%93big+picture%94+view+via+the+%93One+Health+Umbrella%94+graphic

One Health概念図
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https://www.ayyoshi.com/
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One World, One Health

One World, One HealthOne Planet,

One Planet
かけがえのない地球

One World
かけがえのない世界

One Health
かけがえのない健康（命）



人獣共通感染症
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哺乳類個体群の世界的な変化と
ウイルスの波及リスクの主要な予
測因子を明らかにしたレポート

これまでに報告されている人獣共通感染症ウイルス
と哺乳類多様性との関係を統計学的に解析した結
果、特に、ネズミ目、コウモリ目、および霊長目という
種多様性が高い３つの哺乳類目がこれまでに報告
された人獣共通感染症ウイルスの大部分（７５.８％）
の宿主として関与していることが示されている。
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哺乳動物類と人獣共通感染症ウイルスの関連性ネットワーク樹：
ウイルスの共有関係を線で結んでいる。各動物目の円の大きさは保有するウイルスの数を相対的
に表している。薄青色で示されるペットを含む家畜動物類がネットワークの中心に大きく位置して
おり、いかに多くの感染症ウイルスを野生動物類から受け継ぎ、保有しているかがわかる。

五箇公一FBより抜粋

ネズミ目、コウモリ目、
霊長目動物は家畜
とは無関係のウイル
スも多数保有してお
り、これらの動物は
家畜動物というイン
ターフェース抜きに
して直接、人間とウイ
ルスを共有できるハ
イリスクな動物群で
あると考えられる。
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水産資源保護法
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家畜伝染予防法
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狂犬病予防法
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感染症予防法
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1950年以後のエマージングウイルス
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要因とインパクト
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淡水域や海洋についても様々な要因があると思います。
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改善に向けたアプローチ
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野生生物（特に哺乳類や鳥）の市場での商業取引
や販売を止める賛同署名のページ
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賛同団体急増中！
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【最後に】

感染症と生物多様性について、様々な角度から概
観してきました。生物多様性条約第１５回締約国会議
(COP15)の開催に向けて2050年に「自然との共生」と
いう目標を実現するための「感染症と生物多様性」を
考えることは今後、ますます重要になってくると思いま
す。そして、国内では日本の自然や世界の自然を保
全する為には、感染症の関係法令を一括改正する必
要があると考えます。この改正は、普及、啓発、教育
まで、幅広い見直しが必要になります。

斬新な提案：２０２２年は、リオサミットから３０年。この
際、ポスト・リオサミット、新たな地球環境サミットを開
催するべきでは？ 86



自然との共生のあり方：最初に、7都府県対象に、緊急事態宣言が出されまし
た。これは、東京や大都市圏に集中する一極集中の問題がクローズアップされ
た形になりました。そして、全国に宣言が出され、テレワークなどの在宅勤務が
推奨されました。都市部に集中しなくても在宅勤務という新しいライフスタイルの
始まりと言えるでしょう。環境省が進める「地域循環共生圏」は、今後、リスク回
避に向けて、一極集中から「Uターン」「Jターン」「Iターン」が進むことになるで
しょう。

自然との共生を「感染症の世界史」を書い石弘之さんは、「地球に住むかぎり、
地震や感染症から完全に逃れるすべはない。地震は地球誕生からつづく地殻
変動であり、感染症は生命誕生からつづく生物進化の一環である。」と述べて
います。

予防原則(環境リスク回避や科学的根拠)：環境と開発に関する国際連合会議
（1992）で環境と開発に関するリオ宣言がまとめられました。その第15原則、予
防的な取り組み方法は、これから地球規模で徹底してゆく必要があると思いま
す。日本は、予防原則がほぼ機能していない現状があります。予防原則を環境
法に取り入れる方策（「予防原則」の法理 ―環境法における論議から―）や「論
説 予防原則の意義 - 農林水産省」など論文として出されていますね。

87



88

日本自然保護協会：アフターコロナ社会への７つの提案
～”One Health”自然と人間がともに健康になる新たな社会の構築に向けて～

１．コロナ危機に立ち向かった人々を称え、市民社会の力を高めよう
危機の間のエッセンシャルワーカー**の方々の献身的な対応を称え、営業自粛や外出自粛などの困難を伴う感染拡大防止に取り

組んだ市民社会の力をさらに高めよう。

２．コロナ危機の混乱を記録し、学び、次の社会に活かそう
甚大な犠牲に報い、次の危機に備えるために、どのようなことが起きたか、どのように判断し対処してきたか、何が功を奏し何が失敗

であったかを、未来のために記録し活かそう。

３．今後の社会・経済の復興を、持続可能な社会の発展につなげよう
コロナ危機がもたらした経済の悪化に対し、20世紀型の公共開発事業や、化石燃料・原子力に頼るエネルギー開発、過剰な自然

資源利用ではなく、生物多様性の保全や脱プラスチック・脱炭素社会につながる施策で、社会と経済の再活性化を目指そう。経済・
金融のあらゆるルールとガバナンスを見直し、持続可能な社会の発展の目標（SDGs*** ）に向けて再スタートしよう。

４．新たに生まれたライフスタイルの可能性を育てよう
オンラインでつながるコミュニケーションの推進や、ワークライフバランスを見直すことで生まれた時間で、身近な自然に目をむけよう。

自然とふれあえる喜び、健康で充実した生活、自然環境の保全に貢献するライフスタイルを作り上げよう。

５．エネルギー、食料、生活用品などを地域でまかなえる新たな社会を構築しよう
地域分散型社会、地域循環共生圏、地産地消システムの考えにもとづいて、大都市一極集中を見直そう。地域の社会と文化と自

然を活かし、私たちの暮らしに必要なものは可能な限りまかなえる新たな地域づくりを進めよう。

６．人と自然の新たな関係を構築しよう
人と自然の新たな関係を構築するために、国土や地域の土地利用計画などの再検討、様々な自然保護地域の充実、マスツーリズ

ムの観光から環境収容力を超えないエコツーリズムへの転換など、生物多様性の保全を効果的に進めよう。

７．未来のコロナ危機の発生と拡大の防止に世界全体で取り組もう
未来のコロナ危機の発生と拡大を防ぐため、海外における野生動物の違法捕獲や不適切な利用、森林伐採による農地の拡大・利

用を変えていこう。そのために日本社会の生産活動や消費活動を見直そう。また、家畜を含めた感染症対策と外来種対策に、人と予
算を投じ、適切な体制を整えよう。



https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/one-health.html

ワンヘルスの理念
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社会構造をどう変えるべきか？

 アフターコロナでもウィズコロナでもない、自然と人間のよ
り良い社会へ

 成長志向型産業社会から生命持続型社会（Life Sustaini
ng Society）へ

 「グリーンリカバリー（Greenrecovery）」EU加盟国12ヶ国の大臣と

グローバル企業39社CEOは4月14日、新型コロナウイルス・パンデミックでの
経済対策で気候変動を重視することを要求する協働イニシアチブ「グリーンリ
カバリー（Greenrecovery）」を発足した。欧州議会議員79人、業界団体の代
表28人、NGOの代表7人、シンクタンクの代表6人も発足に参加。政官財の
リーダーたちが結集し、経済支援策を通じてさらに気候変動ファイナンスを加
速させる意思を示した。三本柱：①気候中立、②生物多様性の回復、③食と
農業システムの見直

 ダムの撤去による自然再生と地方活性化を図るなど、日本型グリーン
ニューディールを目指す。

 足立直樹(株式会社レスポンスアビリティ)：残念ながら、カーボン以上
に生物多様性に関して日本企業は反応が悪い（遅い）状況。このまま
では気候変動のときの二の舞になり、日本企業は１周遅れが２周遅
れになり、国際的な競争力を失うだろう。


